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一社）Food Communication Compassの活動紹介
• 2011年3月に「科学的根拠に基づく食情報を発信する消費者団体」として設立、食品安

全や食品表示に関して専門家による情報提供をwebサイト「FOOCOM.net」(フーコム
ネット) を運営している。全国消費者団体連絡会の会員団体（消費者問題に関わる非営利
組織）。

• 消費生活センター、保健所、消費者団体の学習会等で、一般消費者向けに「健康食品と
の上手なつきあい方」等の講演活動を行っている。また、国民生活センター「くらしの
豆知識」、生協の広報誌等でも健康食品の安全性について執筆している。

2webサイト「FOOCOM.net」 https://foocom.net/

https://foocom.net/
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 現在、サプリメントの法的な定義はないが、一般消費者の認識は下記に近い。
「錠剤・カプセル・液状等で、健康の保持や栄養補助を期待して摂取する健康食品」

1. サプリメントの定義

形状 目的・成分 位置づけ

【参考】厚生労働省 国民健康・栄養調査調査（2019年）

令和元年国民健康・栄養調査「結果の概要」p42より 赤線部加筆
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【参考】厚生労働省 国民健康・栄養調査調査（2019年）

【サプリメントの目的】
 消費者はサプリメントを摂取する目的は下記のとおり「健康の保持・増進」「特定
の栄養成分の補充」等である。また、ダイエット目的のサプリメントもある。成分
によっては健康被害につながる現状もあり、サプリメントの目的をそのまま「健康
の維持・増進に資する」とは定義できないのではないか。

 サプリメントの目的は、「健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売さ
れたり、そのような効果を期待して摂られている食品」といえる。（厚労省ウェブ
サイトの「いわゆる健康食品」の説明より）



5厚生労働省「いわゆる『健康食品』のホームページ」より、加筆

サプリメント（あなたが摂っているのはどの分類？）

（具体的な機能は
表示できない）

（具体的な機能が表示できる）

【サプリメントの位置づけ】
 サプリメントは医薬品でも一般食品でもなく、いわゆる「健康食品」の各分類に横
串に位置づけられる。

 一般消費者は自身が摂取しているサプリメントがどの分類にあたるか、ほぼ認識し
ていない。
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【サプリメントの成分・形状】
 現行の機能性表示食品の届出等に関するガイドラインにおいて「サプリメント形状の加工食

品」とは、「本制度の運用上、天然由来の抽出物であって分画、精製、化学的反応等により
本来天然に存在するものと成分割合が異なっているもの又は化学的合成品（天然抽出物等）
を原材料とする錠剤、カプセル剤、粉末剤、液剤等の形状である食品を指す」と成分・形状
を定義している。

 サプリメントと加工食品の間に、グミ、ゼリー形状等の「グレーゾーン」があるが、どちら
に位置付けるかどうかは、天然抽出物等の「成分」を原材料としているかどうかで判断して
はどうか。

生鮮食品 加工食品 グレーゾーン／サプリメント
に準ずる分類

サプリメント形
状の加工食品

形状 生鮮食品 クッキー
シリアルバー
乳酸菌飲料
茶系飲料

ゼリー（パウチ、カッ
プ）

サプリと同じ目的、成分の
グミやゼリー（少量スティッ
クタイプ）

粉末（少量のダイレクトス
ティックタイプ）
チュアブル錠、エキス飲料

カプセル剤
錠剤
粉末剤
液剤

成分 天然に存
在するも
の。

天然抽出物等を添
加する場合もあるが、
社会通念上はサプリ
でないと認識される。

ビタミン、ミネラルやルテイ
ン、DHA、青汁等の天然抽
出物等を原料とする。

ガイドラインで
定義する天然
抽出物等を原
料とする。
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【参考：スーパーマーケットのサプリメント売り場】
 従来のサプリメントの横に「水なし簡単♪おいしいサプリ」とポップ表示でグミ形状食品の
コーナーがあり多種多様な製品が販売されている。

 子ども向けにもビタミン、ミネラル、ルテイン、DHAなどの成分のグミが販売されており、
ゼリー形状、キャンディタイプもある。

 機能性表示食品の考え方では、グミは「風味を楽しむもの」のため「その他加工食品」に分
類されている。しかし、消費者はサプリメントと同じと認識するのではないか。

従来のサプリメント グミ形状サプリコーナー

子ども向け
サプリメント
（グミ形状、
ゼリー状
キャンディ）
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サプリメントとは、
• 健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販
売されたり、そのような効果を期待して摂られてい
る食品であって、

• 栄養成分又は天然由来の抽出物であって分画、精製、
化学的反応等により本来天然に存在するものと成分
割合が異なっているもの又は化学的合成品（天然抽
出物等）を原材料とし、

• 錠剤、カプセル剤、粉末剤、液剤等の形状である食
品を指す。

• ただし、形状においてサプリメントに近いもの
（例：グミ等）で、天然抽出物などを原材料とする
場合はサプリメントに準ずるものとする。

目的

成分

形状

サプリメントの定義の提案
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２. サプリメントの規制
 現在、いわゆる「健康食品」全般の錠剤、カプセル剤等食品について、原材料の安全性ガイ
ドライン、GMPガイドラインが努力義務とされている。（消費者庁）

 いわゆる「健康食品」全般に「健康被害情報の情報提供」の努力義務がある。（厚労省）
 2024年の紅麹案件を受けて、「機能性表示食品」と「特定保健用食品」はGMPと健康被害情
報の健康被害情報の収集体制と保健所等への提供が義務付けられた。

 消費者委員会は2024年7月、「サプリメント食品に係る消費者問題に関する意見」では、
「全てのサプリメント食品に対して健康被害情報の収集、ＧＭＰ(適正製造規範)に基づく製
造管理が必要と考えられる」としている。

全てのサプリメント食品に、GMP、健康被害情報の収集
と提供義務を拡大へ（消費者委員会の意見書より）

GMP、健康被害情報の提供義務

厚生労働省「いわゆる『健康食品』のホームページ」より、加筆
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2024年7月16日 消費者委員会が意見書を公表

https://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/index.html

意見書では、機能
性表示食品にとど
まらず「いわゆる
健康食品」のサプ
リメント食品全般
の消費者問題に
ついて、意見を述

べた。

https://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/index.html
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• 紅麹関連製品に係る事案を受け、機能性表示食品については、安全性の在り方等
に重点を置いた制度改正が行われる見込みとなった。しかし、それはサプリメン
ト食品が抱える問題という観点から見ると、一側面への対応にとどまっている。

• この点を踏まえ今回の諮問の直接の対象ではないけれども、今後、政府において
早急に検討を進めるべき事項として、消費者委員会では食品表示部会での意見を
踏まえサプリメント食品に係る消費者問題への対応に関する意見を取りまとめた。

• 意見書のポイント
第1 健康被害情報の収集、活用、有効性・安全性の実効性確保
第2 表示、広告規制の強化
第3 消費者への情報提供及び注意喚起
第4 消費者保護の取組を規律する法制度や組織の明確化

• 当委員会は、サプリメント食品に係る消費者問題は重要事項であると認識して
おり、今後も調査審議を行っていく。

7月16日消費者委員会・鹿野委員長の記者会見コメント
「サプリメント食品に関する消費者問題の意見」

2025年12月19日、第478回消費者委員会でも「サプリメントに関する規制のあり
方について」を議題に話し合われた。
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1. 全てのサプリメント形状の加工食品について、GMPによる
製造管理と健康被害情報を義務付ける。

2. サプリメントに準ずるものについては、GMPによる製造管
理の義務化が望ましいが、義務化によって形状を食品に近
い製品に移行することも懸念されるため努力義務としては
どうか。ただし、目的・成分はサプリメントと変わらない
ため健康被害の拡大防止が必要であり、健康被害の情報収
集体制と報告を義務付けてはどうか。

3. 原材料の安全性確保については、ガイドラインの周知が求
めらる。厚労省にはHACCPの監視強化の観点から営業・許
可制度の導入が求められる。

サプリメントの安全性に関する規制について
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サプリメントに関する情報提供について
1. 新たに定義づけられたサプリメントについて、GMP管理や健康被害情報

の収集体制に取り組んでいることを消費者に情報提供するために、製品
に「サプリメント」の表示を義務付ける。

2. 保健機能食品においては「特定保健用食品」「機能性表示食品」「栄養
機能食品」の表示の近くに「サプリメント」とわかりやすく表示する。

3. 「サプリメントに準ずるもの」については、GMP管理と健康被害情報収
集の両方に取り組んでいる場合は「サプリメント」と表示できる。（代
替表示も含めて要検討）

4. 「サプリメント」の表示にあわせて、成分と含有量、摂取方法、摂取目
安、注意喚起表示もあわせて義務付ける。「サプリメントに準ずるも
の」も注意喚起表示を義務付ける。

5. サプリメント以外のいわゆる「健康食品」や一般食品においても、ビタ
ミンDのような脂溶性ビタミン等で過剰摂取に注意が必要な成分を添加
している場合は、「摂取方法」「注意喚起表示」が求められる。
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サプリメントの規制と情報提供の提案（私案まとめ）
一般食品 いわゆる「健康食

品」（生鮮・加工）
グミ形状のような
「（仮）準サプリ」

サプリメント

GMP 努力義務 義務

原材料の安全
確保（通知によ
るガイドライン）

努力義務 努力義務

健康被害の情
報収集・報告

努力義務 義務 義務

原材料の
HACCP

義務 義務 義務 義務（今後は営
業・許可制度を）

「サプリメント」
の表示

要検討 義務

注意喚起表示 ビタミンDなど過剰摂取に注意が

必要な成分を添加している食品は、
一般食品であっても情報提供が
必要。

義務 義務

以上について、消費者庁食品衛生基準審査課は規格基準等の策定、厚労省は遵守や
監視、消費者庁食品表示課は表示行政を担っており、連携して進めていただきたい。
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